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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○公有水面の埋立ての免許の出願 （漁港漁場課取扱い）１

鹿児島県告示第878号

公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１項の規定により，次のとおり公有水面の

埋立ての免許の出願があった。

なお，公有水面埋立法第２条第２項各号に掲げる事項を記載した書面及び関係図書は，平成

25年８月９日から同月29日までの間，鹿児島県商工労働水産部漁港漁場課及び鹿児島県北地

域振興局建設部土木建築課（出水市駐在）において縦覧に供する。

平成25年８月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 出願人の名称及び住所並びに代表者の氏名

鹿児島県

鹿児島市鴨池新町10番１号

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

２ 埋立区域

 位置

ア １工区

出水郡長島町大字諸浦字大牟田263番13及び同字263番２から262番６を経て261番10に

至る間の土地に接する道路の地先公有水面

イ ２工区

出水郡長島町大字諸浦字大牟田254番13，248番６及び同字248番１から243番１を経て

242番１に至る間の土地に接する道路の地先公有水面

 区域

ア １工区

次の各地点のうち①の地点からの地点までを順次に結んだ線，㉙の地点と㉚の地点

を結ぶ昭和56年８月12日付け指令漁港第273号でしゅん功認可された埋立地と公有水面

との境界線（Ｄ.Ｌ.＋3.60メートルにより決定），㉚の地点と㊱の地点を結ぶ平成24年

の秋分の日の満潮位（Ｄ.Ｌ.＋3.60メートル）における公有水面と陸地との境界線，㊱

の地点と㊺の地点を結ぶ昭和56年８月12日付け指令漁港第271号でしゅん功認可された

埋立地と公有水面との境界線（Ｄ.Ｌ.＋3.60メートルにより決定）及び㊺の地点との

地点を結ぶ平成24年の秋分の日の満潮位（Ｄ.Ｌ.＋3.60メートル）における公有水面と

陸地との境界線及び①の地点との地点を結んだ線により囲まれた区域

①の地点 葛輪漁港内の防波堤天端に設置された基準点（金属びょう）（北緯32度15

分27秒11，東経130度11分12秒68）（以下「基点」という。）から226度45分

53秒209.73メートルの地点

②の地点 ①の地点から35度56分30秒2.06メートルの地点
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③の地点 ②の地点から31度11分11秒2.91メートルの地点

④の地点 ③の地点から26度24分24秒2.91メートルの地点

⑤の地点 ④の地点から21度37分34秒2.91メートルの地点

⑥の地点 ⑤の地点から16度52分28秒2.91メートルの地点

⑦の地点 ⑥の地点から12度05分07秒2.91メートルの地点

⑧の地点 ⑦の地点から７度17分36秒2.92メートルの地点

⑨の地点 ⑧の地点から２度32分15秒2.91メートルの地点

⑩の地点 ⑨の地点から357度46分40秒2.91メートルの地点

⑪の地点 ⑩の地点から352度58分56秒2.91メートルの地点

⑫の地点 ⑪の地点から348度12分02秒2.92メートルの地点

⑬の地点 ⑫の地点から343度02分00秒3.41メートルの地点

⑭の地点 ⑬の地点から68度04分11秒52.70メートルの地点

⑮の地点 ⑭の地点から43度25分36秒18.18メートルの地点

⑯の地点 ⑮の地点から313度30分19秒29.88メートルの地点

⑰の地点 ⑯の地点から244度33分06秒5.53メートルの地点

⑱の地点 ⑰の地点から154度18分44秒2.60メートルの地点

⑲の地点 ⑱の地点から244度19分40秒34.62メートルの地点

⑳の地点 ⑲の地点から334度18分19秒0.50メートルの地点

㉑の地点 ⑳の地点から244度19分24秒8.86メートルの地点

㉒の地点 ㉑の地点から334度19分55秒1.60メートルの地点

㉓の地点 ㉒の地点から244度21分09秒1.56メートルの地点

㉔の地点 ㉓の地点から284度19分36秒0.91メートルの地点

㉕の地点 ㉔の地点から194度19分54秒1.60メートルの地点

㉖の地点 ㉕の地点から284度19分39秒73.25メートルの地点

㉗の地点 ㉖の地点から14度19分54秒1.60メートルの地点

㉘の地点 ㉗の地点から284度19分49秒1.70メートルの地点

㉙の地点 ㉘の地点から334度20分12秒0.37メートルの地点

㉚の地点 ㉙の地点から244度17分20秒21.91メートルの地点

㉛の地点 ㉚の地点から154度55分23秒26.68メートルの地点

㉜の地点 ㉛の地点から137度38分48秒10.69メートルの地点

㉝の地点 ㉜の地点から111度05分32秒7.50メートルの地点

㉞の地点 ㉝の地点から90度00分00秒4.10メートルの地点

㉟の地点 ㉞の地点から73度36分32秒23.04メートルの地点

㊱の地点 ㉟の地点から84度23分10秒4.24メートルの地点

㊲の地点 ㊱の地点から313度37分26秒13.78メートルの地点

㊳の地点 ㊲の地点から43度23分24秒8.10メートルの地点

㊴の地点 ㊳の地点から108度04分18秒17.00メートルの地点

㊵の地点 ㊴の地点から196度30分01秒0.50メートルの地点

㊶の地点 ㊵の地点から107度53分17秒6.53メートルの地点

㊷の地点 ㊶の地点から20度31分44秒0.49メートルの地点

㊸の地点 ㊷の地点から107度40分31秒17.20メートルの地点

㊹の地点 ㊸の地点から158度08分41秒14.41メートルの地点

㊺の地点 ㊹の地点から248度07分20秒8.65メートルの地点

㊻の地点 ㊺の地点から149度52分58秒3.11メートルの地点

㊼の地点 ㊻の地点から160度55分51秒8.57メートルの地点

㊽の地点 ㊼の地点から175度07分31秒4.71メートルの地点

㊾の地点 ㊽の地点から189度59分30秒3.45メートルの地点

㊿の地点 ㊾の地点から201度30分59秒3.55メートルの地点

の地点 ㊿の地点から218度53分04秒3.98メートルの地点

イ ２工区
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次の各地点のうちの地点からの地点までを順次に結んだ線，の地点との地点

を結ぶ平成24年の秋分の日の満潮位（Ｄ.Ｌ.＋3.60メートル）における公有水面と陸地

との境界線，の地点との地点を結ぶ平成10年７月14日付け指令漁港第285号でしゅ

ん功認可された埋立地と公有水面との境界線（Ｄ.Ｌ.＋3.60メートルにより決定），

の地点との地点を結ぶ平成24年の秋分の日の満潮位（Ｄ.Ｌ.＋3.60メートル）におけ

る公有水面と陸地との境界線及びの地点との地点を結ぶ平成９年11月11日付け指令

漁港第553号でしゅん功認可された埋立地と公有水面との境界線（Ｄ.Ｌ.＋3.60メート

ルにより決定）により囲まれた区域

の地点 基点から283度59分50秒197.98メートルの地点

の地点 の地点から53度53分55秒1.94メートルの地点

の地点 の地点から324度03分15秒1.86メートルの地点

の地点 の地点から52度44分03秒3.18メートルの地点

の地点 の地点から51度20分12秒5.13メートルの地点

の地点 の地点から49度35分25秒5.13メートルの地点

の地点 の地点から47度51分28秒5.13メートルの地点

の地点 の地点から46度20分17秒5.06メートルの地点

の地点 の地点から46度23分35秒4.94メートルの地点

の地点 の地点から47度20分07秒4.93メートルの地点

の地点 の地点から48度20分53秒4.94メートルの地点

の地点 の地点から49度20分04秒4.93メートルの地点

の地点 の地点から50度20分04秒4.93メートルの地点

の地点 の地点から51度19分39秒4.93メートルの地点

の地点 の地点から52度18分13秒4.81メートルの地点

の地点 の地点から53度17分51秒4.93メートルの地点

の地点 の地点から54度12分04秒4.18メートルの地点

の地点 の地点から57度37分26秒8.75メートルの地点

の地点 の地点から240度46分34秒4.27メートルの地点

の地点 の地点から239度39分00秒22.15メートルの地点

の地点 の地点から240度14分54秒7.26メートルの地点

の地点 の地点から228度34分30秒30.97メートルの地点

の地点 の地点から228度26分48秒13.24メートルの地点

 面積

１工区 4,393.34平方メートル

２工区 224.91平方メートル

合計 4,618.25平方メートル

３ 埋立てに関する工事の施行区域

 位置

出水郡長島町大字諸浦字大牟田263番13，254番13，248番６及び241番24の地内，同字

263番２から262番６，261番10，248番１を経て242番１に至る間の土地に接する道路敷地

内並びにこれらの土地の地先公有水面

 区域

次の各地点を順次に結んだ線及びの地点との地点を結んだ線により囲まれた区域

の地点 基点から217度51分30秒213.00メートルの地点

の地点 の地点から64度36分21秒83.43メートルの地点

の地点 の地点から43度25分39秒68.11メートルの地点

の地点 の地点から313度30分13秒121.53メートルの地点

の地点 の地点から６度22分31秒72.23メートルの地点

の地点 の地点から326度03分11秒52.87メートルの地点

の地点 の地点から240度59分46秒22.78メートルの地点

の地点 の地点から235度29分34秒32.79メートルの地点
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の地点 の地点から228度43分26秒47.45メートルの地点

の地点 の地点から241度05分32秒49.04メートルの地点

の地点 の地点から229度07分57秒23.47メートルの地点

の地点 の地点から203度01分01秒21.14メートルの地点

の地点 の地点から180度10分11秒22.95メートルの地点

の地点 の地点から161度14分38秒25.94メートルの地点

の地点 の地点から155度02分17秒49.84メートルの地点

の地点 の地点から141度21分29秒9.04メートルの地点

の地点 の地点から124度23分36秒8.74メートルの地点

の地点 の地点から103度33分15秒10.58メートルの地点

の地点 の地点から74度52分20秒21.73メートルの地点

の地点 の地点から80度08分02秒17.68メートルの地点

の地点 の地点から100度22分12秒4.96メートルの地点

の地点 の地点から134度06分13秒7.87メートルの地点

の地点 の地点から143度58分37秒8.05メートルの地点

の地点 の地点から157度10分09秒9.74メートルの地点

の地点 の地点から183度02分40秒6.36メートルの地点

の地点 の地点から216度33分13秒3.91メートルの地点

 面積

39,779.11平方メートル

４ 埋立地の用途

漁港施設用地及び道路用地

５ 出願年月日

平成25年７月17日


